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このことについて、府中市立学校の管理運営に関する規則に基づき、特別支援教室によ

る指導を次のとおりお届けします。 

 

 １ 特別支援教室の教育目標 

    

本校特別支援教室での一部の特別な指導を通して、在籍学級での適応力を高め、人権尊重の理念を基
盤とした明るく平和な社会の形成者として、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童の育成を
目指すとともに、「生きる力」を育む。そのため、次の児童像を掲げる。 

 
思いやりと規範のある子（他者も自分も友達も大切にする、思いやりと規範意識のある子） 
自ら学び考え行動する子  （自ら学び考え行動する、個性と想像力豊かな子） 
社会に貢献しようとする子 （社会の一員としての自覚を持ち、社会に貢献しようとする子） 

 

 ２ 教育目標を達成するための基本方針 

 

（１）個の教育ニーズに合った適切な指導及び支援の充実を図る。 

ア 児童の実態に即した指導方針の作成 

イ 学校生活支援シート・連携型個別指導計画に基づく指導内容 

ウ 個別指導を基本とし、必要に応じてコミュニケーション力を養うために小集団指導を行う。 

エ 連携型個別指導計画に基づく評価や保護者との面談を定期的に行う。 

（２）特別支援教室としての専門的機能の推進を図る。 

ア 自立活動、各教科につながる内容を取り扱いながら行う自立活動 

イ 特別支援教育担当教員と在籍学級担任などとの連携及び協働指導・研修 

ウ 保護者との連携・支援相談・支援機能 

（３）関係機関等との連携を図るとともに、研修の推進を図る。 

ア 障害児理解のための研修 

イ 各専門機関との連携（就学相談・医療・福祉・大学・けやきの森学園等） 

ウ 臨床心理士等との連携 

  

 ３ 指導の重点 

 

（１）情緒の安定、ソーシャルスキルの向上、感覚や認知の特性への対応、コミュニケーション能力

の向上、運動能力の向上、対人関係の改善、学習態勢の確立、基本的生活習慣の確立、認知や

行動の手掛かりとなる概念の形成等を重点に指導する。 

（２）特別支援教室担当教員と在籍学級担任は連携し、特別支援教室の学習で身に付けた事柄の一般

化を図るとともに、教育活動全体を通して集団生活に参加する能力や態度を育て、社会性の向

上、生活経験の拡大につなげる。 



 ４ その他の配慮事項 

 

・授業の１単位時間は４５分を原則とする。  

・個々の実態に応じて通室日と通室時間を検討し、決定する。  

・児童の主訴や発達段階を考慮し、必要に応じて小集団指導を設定する。  

・週時程に教室会議と行動観察の時間を設定する。教室会議や教室会議における OJTに

より、特別支援教室担当教員の専門性及び指導力の向上と児童の情報共有を図る。

行動観察により、児童理解を深めるとともに、在籍学級担任との連携を充実させる。  

・校内委員会に携わり、学校全体の特別支援教育に係る支援体制をコーディネーター

等と共に整え、専門性の向上を図る。  

・特別支援教育担当教員、在籍学級担任及び特別支援教育コーディネーターの共通理

解のもとに指導上の課題を共有し、協力的・協働的な指導を行い、充実した教育活動

の実現を図る。  

・特別支援教室担当教員、在籍学級担任、保護者、関係諸機関（医療機関、教育委員会、

教育相談室、子育て世代包括支援センター「みらい」「はばたき」等）との協力・連

携を図り、個々の実態の把握に努め、指導にあたる。  

・臨床心理士等専門家と連携し、個々の児童の課題解決を図る。  

 ・１学期末と２学期末に継続・退室についての協議を校内委員会で行い、特別支援教室に通室してい

る児童の様子や情報を共有するとともに、適切に評価する。 


